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前 田 健一郎 椛 澤 洋 平 守 屋   聡 田 畑 直 子 

盛 田 眞 弓 森 山 和 博 三 須 和 夫  

正副議長 石 川   弘（議長） 麻 生 紀 雄（副議長） 

担当書記 鴨 作 昌 宏    

説 明 員 

副市長 大木 正人   

総務局 

総務局長 大野 和広 総務課長   濱木 功 

議会事務局 

議会事務局長 久我 千晶 議会事務局次長 寺﨑 勝宣 

総務課長 石井 克幸 議事課長 安西 雅樹 

調査課長 田中 学   
 

協議案件 

１ 議案・発議について 

２ 請願について 

３ 一般質問について 

４ 説明員について 

５ 意見書案について 

６ 運営日程案について 

そ の 他 議長挨拶 

           委 員 長   中 島 賢 治 
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午前11時０分開議 

 

○委員長（中島賢治君） ただいまから議会運営委員会を開きます。 

 なお、盛田委員より遅れる旨の連絡が参っておりますので、御了承願います。 

 傍聴の皆様に申し上げます。委員会傍聴に当たっては、委員会傍聴証に記載の注意事項を遵

守いただきますようお願いいたします。 

 

議長挨拶 

○委員長（中島賢治君） 協議に先立ちまして、議長の御挨拶をお願いいたします。石川議長。 

○議長（石川 弘君） 皆さん、こんにちは。開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 日頃から委員の皆様におかれましては、議会運営に御協力いただいていますことを心から御

礼申し上げます。 

 さて、９月６日に招集されます第３回定例会におきましては、会期の前半に補正予算、条例

議案等の重要案件の御審議をお願いするとともに、後半には令和４年度の決算認定議案等の御

審議をお願いするわけでございます。委員の皆様方には、円滑な運営に特段の御理解、御協力

を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、開会に当たりましての御挨拶といた

します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（中島賢治君） ありがとうございました。 

 

議案・発議について 

○委員長（中島賢治君） それでは、協議を行います。 

 初めに、議案及び発議について、事務局より説明いたさせます。議会事務局次長。 

○議会事務局次長 議案及び発議の取扱いにつきまして、御説明申し上げます。恐れ入ります。

座って説明させていただきます。 

 資料は、システムに保存されております01番、配付資料の３ページをお開きいただきたいと

存じます。 

 今回提出されております議案等につきましては、37件でございます。そのうち、決算認定議

案及び関連議案の決算関係議案が19件ございます。 

 最初に、決算関係以外の議案等につきまして、御説明申し上げます。 

 議案等の内訳につきましては、市長提出議案が17件、議員提出議案が１件の18件でございま

す。 

 市長提出議案の内訳は、補正予算議案５件、条例議案７件、一般議案５件となっております。 

 また、議員提出発議の１件は、千葉市ケアラー支援条例の制定についてでございます。 

 付託先につきましては、議案・発議付託一覧表の左の欄に記載の委員会に付託いたしたいと

存じます。 

 委員会別付託件数につきましては、４ページの欄外に記載してございます。総務委員会が３

件、保健消防委員会が７件、環境経済委員会が１件、教育未来委員会が４件、都市建設委員会
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が７件でございます。 

 次に、決算関係議案19件の取扱いにつきまして、御説明申し上げます。 

 決算関係の議案につきましては、全議員で構成いたします決算審査特別委員会を設置いたし

まして、これに付託することとなっております。 

 また、審査に当たりましては、５つの分科会を設置いたしまして、局別の審査をお願いした

いと存じます。 

 なお、特別委員会には、委員会の審査日程等を御協議いただくため、議会運営委員会の委員

長及び理事で構成いたします決算審査特別委員会理事会を設置することとなります。 

 次に、決算議案関係に対する質疑についてですが、会派の代表制で行うこととなっておりま

して、今定例会につきましては、自由民主党、立憲民主・無所属、公明党、共産党、日本維新

の会・無所属の会の順でお願いいたします。 

 議案及び発議の取扱いにつきまして、説明は以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） ありがとうございました。 

 それでは、御質疑等があれば、お願いいたします。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） ないようですので、以上のとおり決定いたします。 

 なお、定例会開会日に、共産党より提出された発議第６号の提案理由説明文をサイドブック

スに掲載いたしますので、御了承願います。 

 

請願について 

○委員長（中島賢治君） 次に、請願につきましては、01番、配付書類５ページから７ページ

を御覧ください。 

 今回提出されました請願３件を請願文書表に記載の委員会に付託いたしたいと存じますが、

御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） ないようですので、以上のとおり決定いたします。 

次に、陳情についてですが、今回、陳情の提出はございませんでした。 

 

一般質問について 

○委員長（中島賢治君） 次に、一般質問につきましては、01番、配付書類８ページから11ペ

ージを御覧ください。 

 市政に関する一般質問通告者一覧表の記載のとおり、通告者33名、通告時間14時間５分とな

っておりますので、御了承願います。 

 

説明員について 

○委員長（中島賢治君） 次に、説明員につきましては、01番、配付書類12ページを御覧くだ

さい。 

 今定例会に出席する旨、議長に報告がありましたのは、記載のとおりであります。 
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意見書案について 

○委員長（中島賢治君） 次に、意見書案につきましては、システムに保存されている03番、

令和５年第３回定例会意見書案のとおりであります。よろしいですかね。 

 提出会派の説明をお願いいたします。 

 まず、共産党さんからお願いいたします。どうぞ、椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） それでは、よろしくお願いをいたします。 

 ナンバー１、健康保険証を存続するよう求める意見書案についてであります。 

 政府は、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、健康保険証を廃止する法律を制定し

ました。しかし、無保険者扱いで10割負担を患者に請求した事例、マイナ保険証に他人の情報

がひもづけられていた事例、他人の医療情報が閲覧をされた事例、本人が希望していないにも

かかわらずマイナンバーカードに健康保険証を一体化された事例など、様々なトラブルが明ら

かになっております。 

 医療情報はプライバシーと密接に関連しており、命と健康に関する情報のトラブルは、極め

て深刻な問題であります。 

 千葉県保険医協会の調査によりますと、紙の保険証に記載された負担割合とマイナ保険証に

よるオンライン資格確認の負担割合に相違があったと答えた医療機関が16％に及ぶことが明ら

かになりました。また、マイナ保険証の患者への対応で、新たに受付業務が増えたという回答

は79％、現行の健康保険証を残す必要があるとの回答は91％だったことからも、医療現場の声

に応じた対応が必要であります。 

 マイナ保険証への国民の不安は強く、報道各社の調査でも、７割が健康保険証の廃止の中止、

あるいは延期を求めております。 

 よって、本市議会は、国に対し、健康保険証を存続するよう強く求めるものであります。 

 続きまして、ナンバー２、電気・都市ガス料金支援の延長を求める意見書案であります。 

 我が国の経済は、ウイズコロナの下で社会経済の正常化が進展する一方、世界情勢を背景と

したエネルギー価格の高騰に伴い、家庭や企業における電気・都市ガス料金の負担が短期間で

著しく増加しております。 

 こうした中、令和４年10月に閣議決定した物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策

において、小売事業者等に対する電気・都市ガス価格の激変緩和対策事業を盛り込み、本年１

月から９月使用分までの電気・都市ガス料金の負担軽減策を講じ、支援をしております。 

 しかしながら、依然としてエネルギー価格の高騰は続いており、現況の支援終了は、低所得

者をはじめとした国民生活に大きな負担が生じております。 

 10月以降も支援が求められているということでありまして、本市議会は、国に対し、電気・

都市ガス料金支援の延長を強く求めるものであります。 

 続きまして、ナンバー３、教員の残業代を適切に支給するよう教員給与特別措置法の改正を

求める意見書案であります。 

 教員の長時間労働は深刻であります。本年４月に国が公表した教員勤務実態調査では、持ち

帰り業務も含む平日の勤務時間は、公立小学校教諭で11時間23分、同中学校教諭で11時間33分

となっております。苛酷な働き方が原因で、学級担任も見つからないなどの教員不足が広がり、

今、手を打たないと学校が崩壊するという声が上がっております。 
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 この教員不足には、1971年に、政府が公立学校の教員に残業代を支給せず、その代わりとし

て給与額の４％を新たに支給するなどを規定する教員給与特別措置法、給特法を当時の全ての

野党の反対を押し切って成立させたという背景があります。残業代がなければ残業時間数を計

ることもなく、行政は教員の労働時間に無頓着になるのは明らかでありまして、残業代を不支

給とする給特法が長時間労働を引き起こす温床ともなっています。 

 また、一昨年のさいたま地裁の判決でも、給特法はもはや教育現場の実情に適合していない

のではないかと、こう疑問を投げかけております。 

 よって、本市議会は、国に対し、教員の残業代を適切に支給するよう教員給与特別措置法の

改正を強く求めるものであります。 

 続きまして、ナンバー４、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書

案であります。 

 ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチン政権は、核の威嚇を公言し、アメリカ、イギリス、

フランスも核抑止力への依存姿勢を変えておりません。また、北朝鮮は、弾道ミサイル実験を

繰り返し行っており、中国も、核弾頭を増加させている懸念が高まっていると。核軍縮交渉の

前途は、予断を許さない状況であります。 

 ただ、本年８月、被爆地である広島市の平和宣言では、一刻も早く核兵器禁止条約の締約国

となり、核兵器廃絶に向けた議論の共通基盤の形成に尽力するために、まずは本年11月に開催

される第２回締約国会議にオブザーバー参加していただきたいと訴えておりまして、長崎市も

同様の宣言をいたしております。 

 被爆の実相を語るのは、唯一の戦争被爆国である我が国だけでありまして、被爆地からの願

いにも真剣に耳を傾け、本年11月に開催される核兵器禁止条約締約国会議に日本政府はオブザ

ーバー参加すべきだというふうに考えます。 

 よって、本市議会は、国に対し、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を強く求

めるものであります。 

 最後、ナンバー５であります。福島原発事故の汚染水（アルプス処理水）の海洋放出の中止

を求める意見書案についてであります。 

 岸田政権は、８月24日午後１時頃に東京電力福島第一原発の汚染水、ＡＬＰＳ処理水の海洋

放出を強行いたしました。これは、政府が2015年に、関係者の理解なしにはいかなる処分も行

わないという国民や福島県民への約束をほごにしたものであり、断じて許されるものではあり

ません。８月21日に首相と面会した全国漁業協同組合連合会の坂本会長は、海洋放出について

は依然として反対するという立場を堅持すると明言をしております。 

 福島第一原発の建屋内への地下水の流入を止めない限り、汚染水は増え続けることになりま

す。重大なことは、凍土壁などの対策が十分な効果を上げていないにもかかわらず、政府が汚

染水の増加を止めるための有効な手だてを講じていないということであります。政府は、広域

の遮水壁の設置であるとか、汚染水の増加を止めるための手だてを真剣に講ずるべきでありま

す。 

 また、専門家からは、大型タンクの貯留案、あるいはモルタル固化処分案など、放射性物質

の海洋放出を回避する手だてが提案されておりまして、問題を解決するための真剣な検討と対

策を行うべきであるというふうに思います。 
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 よって、本市議会は、国に対し、福島原発事故の汚染水、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出の中止

を強く求めるものであります。 

 以上です。 

○委員長（中島賢治君） 次に、日本維新の会・無所属の会さん、お願いいたします。 

○委員（守屋 聡君） ナンバー６、ガソリン等の価格高騰から国民生活及び社会経済を守る

ため揮発油税等におけるトリガー条項の発動停止規定の削除等を求める意見書でございます。 

 ウクライナ情勢の影響等による原油価格の高騰が進み、レギュラーガソリンの価格が１リッ

ター当たり180円を超える状況になっております。新型コロナウイルス感染症や物価高の影響

で、国民生活及び社会経済は著しく疲弊しており、追い打ちをかけるようなガソリン価格高騰

の影響は計り知れません。 

 緊急避難的にガソリン、軽油、灯油、重油を対象とする補助金の支給が行われてきておりま

すけれども、依然として小売価格の高騰は抑えられておりません。租税特別措置法等には、ガ

ソリンの平均価格、３か月連続でリッター当たり160円を上回った場合、揮発油税、地方揮発

油税と軽油引取税の当分の間の税率を停止し、本則税率に戻すことができる、いわゆるトリガ

ー条項が規定されております。 

 エネルギー価格高騰から国民生活や社会経済を守るために、国民一人一人の目線に立って、

現状では発動が停止されている揮発油税等のトリガー条項を今こそ発動させることができるよ

うにすべきであると。 

 よって、本市議会は、国に対して下記の事項を実現するよう強く求めるものであります。 

 以上です。 

○委員長（中島賢治君） 次に、公明党さん、お願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 私たちのほうからは１件です。 

 ナンバー７、硬膜外自家血注入療法（ブラッドパッチ療法）に対する適正な診療上の評価を

求める意見書案でございます。 

 交通事故、スポーツ、落下事故、暴力など、全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液

漏出症、減少症によって、これはメンタルでなくて外傷というところがポイントになりますけ

れども、によって、日常生活を大きく阻害する様々な症状、突然の頭痛であるとか目まいとか

吐き気とか、そういった症状ですけれども、そういった症状に苦しんでおられる患者の状況が

全国から報告されてまいりました。 

 平成18年に山形大学を中心に関連８学会が参加し、厚生労働省研究班による病態の解明が進

んだ結果、平成28年から治療法である硬膜外自家血注入療法、ブラッドパッチ療法が保険適用

となり、それまで高額な、１回当たり20万円というふうに伺っていますけれども、高額な自費

診療での治療を必要としていた患者が保険診療の下に治療を受けることができるようになりま

した。 

 しかし、本疾患の患者の中には、保険適用Ｊ００７－２の要件に掲げられている起立性頭痛

を有する患者に係るものという条件が満たされていない患者もおりまして、そういった患者に

つきましては、医療現場でそういう保険適用の件で混乱も生じております。 

 また、本疾患の研究が進んで、脳脊髄液の漏出部位は１か所とは限らず、頸椎やと胸椎部で

も頻繁に起こることが報告されており、ブラッドパッチ療法を安全に行うためには、エックス
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線透視下で漏水部位を確認しながらの治療が必要でありますけれども、現状の診療上の評価は、

エックス線透視下にて治療を行うことが要件となっておりません。 

 したがいまして、本市議会は、国に対して下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く

要望するものであります。 

 １つ、本疾患の症状において、約10％は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告がある

ことを受け、診療報酬算定の要件注釈として、本疾患では起立性頭痛を認めない場合があると

加えること。 

 ２つ、ブラッドパッチ療法の診療報酬において、エックス線透視を要件として、漏出部位を

確認しながらの治療を可能にするよう、診療上の評価を改定することと挙げさせていただいて

います。 

 これ、平成25年、平成27年にも、保険適用でブラッドパッチについては取り上げさせていた

だいて、全会派の賛成をもってそういった形で保険適用につながったという、そういった経緯

もございますので、またぜひとも御理解いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） それでは、最後に自民党さん、お願いいたします。どうぞ、伊藤委

員。 

○委員（伊藤隆広君） ナンバー８でございます。特定商取引に関する法律の平成28年改正に

おける５年後見直し規定に基づく同法の抜本的改正を求める意見書でございます。 

 近年の消費者問題を見ますと、高齢者の方が悪質商法のターゲットにされる事案や、また一

般の方も含めて、インターネット通販に関する相談やトラブルが増加しております。さらに、

連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法ですが、こちらも成年年齢の引下げによりまして、若い方

のこういった被害が増加することが懸念されているところでございます。 

 こうした現状から見まして、消費者保護の観点から、こちらに書いております１、訪問販売

や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはなら

ない制度とすること、及び事業者の登録制を導入すること。 

 ２、ＳＮＳ等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制、クーリングオ

フ等を認めること及び権利を侵害されたものはＳＮＳ事業者等に対し、相手方事業者等を特定

する情報の開示を請求できる制度を導入すること。 

 ３、連鎖販売取引について、国による登録、確認等の開業規制を導入すること及び規制を強

化することにつきまして、特定商取引に関する法律の改正を行うよう要望するものでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） もう１点。前田委員。 

○委員（前田健一郎君） ナンバー９、学校施設老朽化等に対する施設整備の財政措置拡充を

求める意見書です。 

 公立学校施設整備については、本市から国へ提出している令和６年度国の施策及び予算に対

する重点要望においても取り上げており、大規模改造、トイレ改修、外部改修等の学校施設環

境改善交付金に関して、計画事業量に見合った交付金予算額の確保、リースを補助対象とする
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制度の拡充、建物の部位ごとの工事を補助対象とするなど、制度の拡充、交付金の要件である

工事費下限額の引下げ、配分基礎単価の引下げが盛り込まれております。 

 また、校舎等の新増築の公立学校施設整備費負担金に関しては、将来的に見込まれる学級数

を補助対象とする制度の拡充が取り上げています。 

 こうした状況の中で、本市は、平成31年３月に千葉市学校施設長寿命化基本計画を策定・公

表し、中長期的なコストの縮減、平準化を推進しつつ、安全性の確保や性能、機能の維持、向

上を図るために、施設の長寿命化に取り組んでおります。 

 よって、本市は、国に対し、学校施設老朽化等に対する施設整備の財政措置拡充を強く求め

ていきたいということであります。 

 以上です。 

○委員長（中島賢治君） お聞きのとおりでございます。 

 御質疑等があれば、お願いいたします。桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 恐れ入ります。確認だけでございます。 

 ナンバー１の件、健康保健証を存続するよう求める意見書ということで、リード文のほうで

は、かなりマイナンバーカードの問題点が挙げられているような印象があるんですけれども、

でも、意見自体は、マイナンバーカードは、でも、利用することは否定しないと書いてあって、

健康保険証の存続を求めるというところだけということで、確認のこれが１点目でございます。

その確認です。 

 ２点目ですけれども、ナンバー５、福島原発事故に関する意見書で、最後から５行目、後ろ

から５行目、中国をはじめ海外からの水産物の輸入停止措置、本当にこれは重大なことだと思

っていますけれども、「中国をはじめ海外からは」というふうに書いてあるんですけれども、

中国以外にどの程度の国まで輸入停止措置が広がっているのか。ちょっと、そんなにここの点

についてちゃんと調べ切っていないものですから、ちょっと御教示いただけたらというふうに

思います。 

 ３点目、ナンバー６でございます。トリガー条項、ガソリンのことでございますけれども、

分かればで結構です。これは自分が不勉強で申し訳ないんですが、トリガー条項というのをそ

ういうふうにした場合に、幾らになるみたいな、こんな、そんな議論とかって、何か見えてい

るんでしたっけという、価格が、このような意見のとおりにやった場合にということだけ、ち

ょっと分かればで結構でございます。 

 以上です。 

○委員長（中島賢治君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） ありがとうございます。 

 まず、健康保険証を存続するよう求める意見書案のナンバー１についてでありますけれども、

今御指摘いただいたとおりでございます。最後に書いていますけれども、やはり紙の健康保険

証をなくしていくということに、いろんなやっぱり医療現場からの弊害の声が上がっているわ

けでありまして、やっぱり急いでやるということですと、医療現場がさらに混乱を招いてしま

う。あるいは、高齢者施設で暗証番号を管理できないとか、いろんな問題がありますので、こ

の意見書については、少なくとも健康保険証をしっかりと存続させてほしいという趣旨でござ

いますので、そのままでございます。よろしくお願いします。 
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 もう１点が、中国をはじめ海外の輸入措置がという話でありました。全面的にやっているの

は中国だけでございますが、台湾だとか、ほかの島嶼国ですか、あっちのフィリピンだとかイ

ンドネシアとか、数か国でちょっとそういう動きが今出ているというふうに認識をしておりま

す。ただ、世界的に、アメリカだ、ほかの国だという広がりではなくて、あくまでアジアの地

域でちょっと一部そういう動きが、輸入停止までいっているのは中国だけなんですけれども、

そういう動きが出ているという認識でございます。 

○委員長（中島賢治君） 次は、ナンバー６ですね。守屋委員。 

○委員（守屋 聡君） 細かいところはあれなんですけれども、一応リッター当たり25.1円程

度下がるんじゃないかということなんですけれども、今、完全に補助金で対応しているので、

元売会社に補助金を投入しているということなんですけれども、基本的に小売価格が全然抑え

られていないというところなので、根本的に税金から考えていただきたいというところでござ

います。 

○委員長（中島賢治君） ほかにございますか。田畑委員。 

○委員（田畑直子君） お願いいたします。 

 公明党さんから出されている意見書案なんですけれども、大変、埋もれてしまう、私どもが

気づかない細かい部分についての意見書で、大変興味深く拝見しているところであります。 

 一般的な議論になかなかなっていない希有な部分を取り上げていただいたということで、こ

のような特出した疾患に対して意見書を上げられたその背景であるとか、全国的な動き、この

あたりを教えていただけますでしょうか。 

○委員長（中島賢治君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございます。 

 背景、まず、経緯を含めてお伝えさせていただきますと、先ほども申しましたように、私た

ちの千葉市議会のほうで平成25年、27年と、全会派一致してそういう意見書を出させていただ

いて、それを首長とか自治体でなくて、まさに議会が引っ張って保険適用を進めてきたと。そ

れが実際にかなったという経緯がございます。 

 かなったんだけれども、その中身として、もともとやはり非常に分かりづらい症状、外傷性

なので、調べれば、エックス線透視下でちゃんと調べれば分かるんですけれども、一見、本人

が怠けているとか、急に気持ち悪くなって帰りたいといった場合に、やっぱりなかなかそうい

う職場、学校の現場でそれが理解されない。ただ単に怠けて、帰りたがっているだけじゃない

かと、そういう理解をされやすい。そういった症状で、それをちゃんと調べるにはというとこ

ろなんですけれども、保険適用、重要な意味はあったんですが、実際に適用をスタートしてみ

ても、ここに書いていますように、10％というのはかなりの規模でございます。10％の人が実

は起立性頭痛がないという。でも、そういうイメージがあったわけですね。 

 立ったときにぐらぐらする起立性頭痛というのがあるのがそういった症状なんだろうという

ふうに理解されていたものですから、でも、実際そういった10％、物すごく多くの方々が認定

されない、適用されないという、そういった現状がある。それで、医療現場でエックス線透視

下を要件としていなかったということで、さらに詳細、さっきも冒頭言いましたように、メン

タルの問題だというふうに理解されがちな面もございます。 

 なので、しっかりそういったことを調べられるような、ちょっとかなりテクニカルな話では
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あるんですけれども、これまでも、平成25年のときも27年のときも、具体的なテクニカルなこ

とも盛り込ませていただいた上で、そういう提案をさせていただきました。 

 こういったことは、当然そういった当事者団体のほうからも、そういった声が上がっていま

すし、最近、突破ファイルか何かという番組でも取り上げられたなんて話を聞いて、随分、周

知が広がっているようでございますけれども、そういった経緯があって、そういったことをし

っかり議会のほうでもという声を市民の方からもいただいているという、そういった状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。千葉市議会から上げなければいけない経緯と、

それから病気の課題についてもさらに理解を深めたところです。ありがとうございます。検討

させていただきます。 

 もう一つ、学校施設老朽化等についてなんですけれども、これについては、もちろん我が会

派としても喫緊の課題だというふうには認識しています。制度設計であるとか国の補助率であ

るとか対象など様々、現ある制度でも改正しなければいけない部分もあるというふうに認識し

ているところであります。 

 もちろん市議会としても、政党別に、党派別要望なども進めているところでありますが、お

聞きしたいのが、例を挙げる等の文面からの具体的な修繕、これは現状でおきますと、国から

の補助ではなく、市のほうからの財政で対応している。細かに学校のほうも対応しているとい

うふうに聞いています。それを含めると、ここから国制度にどうつなげていくのかということ

になろうかと思うんですが、そのあたり、お考えはあったりしますでしょうか。 

○委員長（中島賢治君） お考えはありますか。特にないですね。 

○委員（前田健一郎君） はい。 

○委員長（中島賢治君） 特にないですよね。田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。 

○委員長（中島賢治君） ほかに。椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） すみません。１点だけ、ナンバー８の特定商取引の法律のということ

で、ちょっと私も確認させていただきたい。 

 おおむね趣旨というのは賛同の方向かなとは思いますが、１番の要望事項ですが、いわゆる

消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合は勧誘しては、これはどういう形で把握をして、

実効性のある形でやれるイメージなのかということと、事業者の登録制ですか、これもどうい

う形でやっていくイメージなのかなというの、ちょっと何かイメージがあれば、お示しいただ

けますか。 

○委員長（中島賢治君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤隆広君） 御質問ありがとうございます。 

 意見書の文章としては、ざっくりとした抽象的な方向性の提案を要望させてもらっている内

容になるので、詳細については国のほうで議論してもらえればいいのかなと思ってはいるんで

すけれども、例えば、１番の、あらかじめ拒絶の意思を表明した場合というところの一つの

我々の意図というか、議論としてあるのが、特定商取引法の第３条の２項か何かでそこら辺の
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記載があるんですけれども、よく我々がいろいろ挨拶回りなんかをするときに、訪問販売お断

りとかという表記があるじゃないですか。あれが今は拒絶の対象にならないそうなんですけれ

ども、そういったところを対象にすべきなんじゃないかなとかという議論があるというのは承

知をしています。 

 もう一つの登録制のところは、登録されている範囲の解釈とかで、いろいろ課題があるとか

というところは承知してはいるんですけれども、具体的なところは、すみません。今この場で

はあれなんですけれども、すみません。よろしいですかね。 

○委員長（中島賢治君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） ありがとうございます。 

 分かりました。確かに、どう明示していくかという、その意思表示という面と、どうなのか

なというのがちょっとあったので、今の話で、そういうこともあるのかなということで一つ理

解しました。ありがとうございました。 

○委員長（中島賢治君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） それでは、これらの意見書案につきましては、次回以降に御協議願

いたいと存じます。 

 

運営日程案について 

○委員長（中島賢治君） 次に、運営日程案について、事務局より説明いたさせます。議会事

務局次長。 

○議会事務局次長 運営日程案につきまして、御説明申し上げます。引き続き、着座にて失礼

いたします。 

 資料は、システムに保存されております01番、配付資料の13ページをお開きいただきたいと

存じます。 

 会期につきましては、９月６日水曜日から10月３日火曜日までの28日間を予定してございま

す。 

 開会日の９月６日水曜日は、午後１時開会でございます。 

 開会後は、諸般の報告の後、農業委員会会長の再任の御挨拶がございます。 

 その後は、会議録署名人選任、会期の決定に続きまして、議案及び発議の上程、提案理由の

説明、請願の委員会付託がございまして、この日は散会でございます。 

 ６日の本会議散会後は議案研究を行っていただきまして、期間は７日木曜日までの２日間で

ございます。 

 なお、議案研究日程表につきましては、当日配付させていただきます。 

 また、決算関係議案以外の議案質疑及び代表質疑の通告につきまして、７日の午後４時とな

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ８日金曜日は、休会日でございます。 

 続きまして、11日月曜日、午後１時開議でございます。決算関係議案以外の議案質疑、委員

会付託でございます。 

 なお、この日の午前11時開催の議会運営委員会は、意見書案の調整等がございましたら、開
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催させていただく予定で記載しておりますが、開催しない場合は、事務局から御連絡をさせて

いただきます。 

 12日火曜日と13日水曜日は、常任委員会でございます。 

 また、13日は、請願、陳情の２回目の締切日となっております。締切り時間は、午後５時と

させていただきます。 

 14日木曜日と15日金曜日の２日間は、代表質疑でございます。 

 14日は、午後１時開議で、記載の２会派による代表質疑でございます。 

 また、この日の午前10時から、大都市制度調査特別委員会の開催が予定されております。 

 15日金曜日は、午前10時開議でございます。代表質疑は、記載の３会派でございます。 

 代表質疑が終了いたしますと、決算審査特別委員会を設置していただき、決算関係議案を当

該委員会に付託いたします。 

 なお、この日の午後の本会議休憩時に、19日の本会議の議事の流れ及び意見書案等の協議の

ため、議会運営委員会を開催していただきたいと存じます。 

 続きまして、19日火曜日は、午前10時開議でございます。常任委員長報告、討論、採決の後、

意見書等の審議をお願いし、本会議は散会でございます。 

 本会議散会後は、直ちにその場で決算審査特別委員会を開催していただきまして、正副委員

長の互選、分科会の設置、分科会委員の選任、分科会の正副主査の互選、理事会の設置をお願

いいたします。 

 ここで委員会を一旦休憩し、決算審査特別委員会理事会の開催をお願いいたします。この理

事会におきまして、委員会及び分科会の日程等について御協議をお願いいたしたいと存じます。 

 理事会が終わりますと、特別委員会を再開し、決算の総括説明をお受けいただきます。 

 ページをおめくりいただきまして、14ページをお願いいたします。 

 20日水曜日から25日月曜日までは、決算審査特別委員会分科会でございます。 

 20日水曜日と22日金曜日は総務、保健消防の両分科会を、21日木曜日と25日月曜日は環境経

済、教育未来、都市建設の３分科会を開催していただき、令和４年度決算関係議案の局別審査

をお願いいたします。 

 26日火曜日から10月２日月曜日までの５日間は、一般質問でございます。質問者につきまし

ては、運営日程案に記載のとおりでございます。 

 26日火曜日は、午前10時開議でございます。 

 27日水曜日は、午後１時開議でございます。 

 また、この日の本会議散会後、改めて各分科会を開催いただきまして、指摘要望事項の検討

をお願いいたします。 

 28日木曜日は、午前10時開議でございます。 

 29日金曜日は、午前10時開議でございます。 

 また、この日の午後休憩時の決算審査特別委員会の理事会を開催いただきまして、分科会報

告の協議をお願いしたいと存じます。 

 10月２日月曜日は、午前10時開議でございます。 

 一般質問が終了しますと本会議は散会ですが、引き続き、その場において決算審査特別委員

会を開催していただきまして、分科会報告、意見表明、特別委員会としての採決がございます。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 
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 最後に、３日火曜日の最終日は、午後１時開議でございまして、決算審査特別委員長報告、

討論、採決を行っていただき、本定例会は閉会でございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） ありがとうございました。 

 それでは、御質疑等があれば、お願いいたします。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） それでは、以上のとおり決定いたします。 

 最後に、11月16日から17日の委員会視察について、御報告いたします。 

 先日の委員会で、視察先及び視察項目について正副委員長に御一任をいただいておりました

が、調整の結果、視察先は札幌市及び千歳市を予定しており、それぞれの市における議会改革

の取組について視察を行う予定です。 

 なお、行程表等につきましては、後日改めて委員の皆様にお知らせいたしますので、よろし

くお願いをいたします。 

 以上で、議会運営委員会を終了いたします。御苦労さまでした。 

 

午前11時39分散会 

 

 


